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五

埼玉県発行

埼
玉
県
文
化
財
保
護
条
例
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

�

橋

史

朗

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

埼
玉
県
文
化
財
保
護
条
例
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
埼
玉
県
文
化
財
保
護
条
例
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

埼
玉
県
文
化
財
保
護
条
例
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
教
育
委

員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
か
ら
第
九
号
の
三
様
式
ま
で
及
び
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
一
号
の
二
様
式

「（あ
て
先

）

ま
で
の
規
定
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会

様

」
を

に
改
め

埼
玉
県
教
育
委
員
会

」

る
。

（
埼
玉
県
公
立
学
校
教
員
採
用
志
願
手
続
及
び
選
考
試
験
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

埼
玉
県
公
立
学
校
教
員
採
用
志
願
手
続
及
び
選
考
試
験
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十

一
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「（あ
て
先

）

第
一
号
様
式
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
教
育
委
員
会

」

（
社
会
教
育
主
事
の
資
格
認
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

社
会
教
育
主
事
の
資
格
認
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規

則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「（あ
て
先

）

様
式
第
一
号
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
教
育
委
員
会

」

（
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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「（あ

様
式
第
一
、
様
式
第
五
、
様
式
第
九
及
び
様
式
第
十
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
様

」
を

埼
て
先

）

に
改
め
る
。

玉
県
教
育
委
員
会

」

「（あ
て
先

）

様
式
第
十
二
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
教
育
委
員
会

」

「（あ
て
先

）

様
式
第
十
三
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
教
育
委
員
会

」

「（あ
て
先

）

様
式
第
十
四
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会

様

」
を

に
改

埼
玉
県
教
育
委
員
会

」

め
る
。

「（あ
て
先

）

様
式
第
十
六
及
び
様
式
第
十
七
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
様

」
を

埼
玉
県
教
育
委
員
会

」

に
改
め
る
。

様
式
第
十
七
の
二
、
様
式
第
十
八
、
様
式
第
二
十
二
及
び
様
式
第
二
十
四
中
「埼

玉
県
教
育

「（あ
て
先

）

委
員
会
様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
教
育
委
員
会

」

（
博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「（あ
て

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会

様
」
を

埼
玉

先

）

に
改
め
る
。

県
教
育
委
員
会

」

（
埼
玉
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
生
徒
修
学
奨
励
費
貸
与
条
例
施
行
規
則
の

一
部
改
正
）

第
六
条

埼
玉
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
生
徒
修
学
奨
励
費
貸
与
条
例
施
行
規

則
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

「（あ
て
先

）

様
式
第
一
号
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
教
育
委
員
会

」

様
式
第
二
号
、
様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
五
号
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会

様

」

「（あ
て
先

）

を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
教
育
委
員
会

」

「（あ
て
先

）

様
式
第
六
号
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
教
育
委
員
会

」

（
埼
玉
県
立
文
書
館
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

埼
玉
県
立
文
書
館
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「（あ
て
先

）

様
式
第
一
号
中
「埼

玉
県
立
文
書
館
長

様

」
を

に
改

埼
玉
県
立
文
書
館
長

」

め
る
。

「（あ
て
先

）

様
式
第
四
号
中
「埼

玉
県
立
文
書
館
長
様

」
を

に
改
め
、「貴

館
埼
玉
県
立
文
書
館
長

」

所
蔵

」
を
削
る
。

「（あ
て
先

）

様
式
第
六
号
及
び
様
式
第
七
号
中
「埼

玉
県
立
文
書
館
長
様

」
を

埼
玉
県
立
文
書
館
長

」

に
改
め
る
。

（
埼
玉
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
及
び
入
学
料
の
減
免
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

埼
玉
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
及
び
入
学
料
の
減
免
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「（あ
て
先

）

別
記
様
式
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
様

」
を

に

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長

」

改
め
る
。

（
埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

「（あ

様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
の
規
定
中
「埼

玉
県
知
事

様

」
を

埼
て
先

）

に
改
め
る
。

玉
県
知
事

」
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「（あ
て
先

）

様
式
第
八
号
の
二
中
「埼

玉
県
知
事

様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
知
事

」

「（あ
て
先

）

様
式
第
九
号
中
「埼

玉
県
知
事

様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
知
事

」

「（あ
て
先

）

様
式
第
十
号
中
「埼

玉
県
知
事

様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
知
事

」

様
式
第
十
一
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま
で
の
規
定
中
「埼

玉
県
知
事

様

」
を

「（あ
て
先

）

に
改
め
る
。

埼
玉
県
知
事

」

「（

「（実
施
機
関
名

）

様
式
第
二
十
号
及
び
様
式
第
二
十
一
号
中

を
（

様

」

あ
て
先

）

実
施
機
関
名

）

に
改
め
る
。

」

「（あ
て
先

）

「（実
施
機
関
名

）

様
式
第
二
十
三
号
中

を
（実

施
機
関
名

）

に
改
め
る
。

様

」

」

「（あ
て
先

）

「（実
施
機
関
名

）

様
式
第
二
十
四
号
中

を
（実

施
機
関
名

）

に
改
め
る
。

様

」

」

「（あ
て
先

）

「（実
施
機
関
名

）

様
式
第
二
十
五
号
中

を
（実

施
機
関
名

）

に
改
め
る
。

様

」

」

（
学
校
給
食
の
開
設
等
の
届
出
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

学
校
給
食
の
開
設
等
の
届
出
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「（あ
て
先

）

様
式
第
一
号
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
教
育
委
員
会

」

「（あ
て
先

）

様
式
第
二
号
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
教
育
委
員
会

」

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の

一
部
改
正
）

第
十
一
条

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る

規
則
（
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

「（あ

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
二
十
八
号
ま
で
の
規
定
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
様

」
を

埼
て
先

）

に
改
め
る
。

玉
県
教
育
委
員
会

」

（
埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
、
様
式
第
三
号
、
様
式
第
五
号
、
様
式
第
七
号
、
様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十

「（あ
て
先

）

号
中
「埼

玉
県
立
近
代
美
術
館
長
様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
長

」

（
旧
埼
玉
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

埼
玉
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規

則
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
埼
玉
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例

施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

様
式
第
六
号
、
様
式
第
七
号
、
様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
一
号
中
「埼

玉
県
知
事

「（あ
て
先

）

様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
知
事

」

（
埼
玉
県
立
ス
ポ
ー
ツ
研
修
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

埼
玉
県
立
ス
ポ
ー
ツ
研
修
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員

会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
（
一
）
、
様
式
第
一
号
（
二
）
及
び
様
式
第
三
号
中
「埼

玉
県
立
ス
ポ

�ツ
研

「（あ
て
先

）

修
セ
ン
タ

�所
長
様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
立
ス
ポ

�ツ
研
修
セ
ン
タ

�所
長

」

（
埼
玉
県
立
武
道
館
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

埼
玉
県
立
武
道
館
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

－３－
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「埼
玉
県
立
武
道
館
長
様

様
式
第
一
号
（
一
）
及
び
様
式
第
一
号
（
二
）
中
（埼

玉
県
立
武
道
館
指
定
管
理
者

）

」

「（あ
て
先

）

を

埼
玉
県
立
武
道
館
長

に
改
め
る
。

（埼
玉
県
立
武
道
館
指
定
管
理
者

）」

「（あ
て
先

）

様
式
第
五
号
中
「埼

玉
県
立
武
道
館
長
様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
立
武
道
館
長

」

「（あ
て
先

様
式
第
七
号
か
ら
様
式
第
九
号
ま
で
の
規
定
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
様

」
を

埼
玉
県

）

に
改
め
る
。

教
育
委
員
会

」

（
技
能
教
育
施
設
の
指
定
の
申
請
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

技
能
教
育
施
設
の
指
定
の
申
請
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
元
年
埼
玉
県
教
育
委

員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。「（あ

て
先

）

様
式
第
一
号
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会

様
」
を

に
改

埼
玉
県
教
育
委
員
会

」

め
る
。

「（あ
て
先

）

様
式
第
二
号
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
教
育
委
員
会

」

「（あ
て
先

）

様
式
第
三
号
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会

様

」
を

に
改

埼
玉
県
教
育
委
員
会

」

め
る
。

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
聴
聞
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

埼
玉
県
教
育
委
員
会
聴
聞
規
則
（
平
成
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「（あ
て
先

）

様
式
第
一
号
中
「主

宰
者

様

」
を

に
改
め
る
。

主
宰
者

」

「（あ
て
先

）

様
式
第
二
号
中
「行

政
庁

様

」
を

に
改
め
る
。

行
政
庁

」

「（あ
て
先

）

様
式
第
三
号
中
「主

宰
者

様

」
を

に
改
め
る
。

主
宰
者

」

「（あ
て
先

）

様
式
第
四
号
中
「行

政
庁

（主
宰
者

）

様

」
を

に
改
め

行
政
庁

（主
宰
者

）」

る
。

（
さ
い
た
ま
文
学
館
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

さ
い
た
ま
文
学
館
管
理
規
則
（
平
成
九
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「（

「埼
玉
県
教
育
委
員
会

様

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
一
号
の
二
中

を

（さ
い
た
ま
文
学
館
指
定
管
理
者

）

」

あ
て
先

）

埼
玉
県
教
育
委
員
会

に
改
め
る
。

（さ
い
た
ま
文
学
館
指
定
管
理
者

）」

「（あ
て
先

）

「埼
玉
県
教
育
委
員
会

様

様
式
第
三
号
中

を

埼
玉
県
教
育
委
員
会

（さ
い
た
ま
文
学
館
指
定
管
理
者

）

」

（さ
い
た
ま
文
学
館
指

に
改
め
、
「貴

館
所
蔵
の

」
を
削
る
。

定
管
理
者

）」

「（あ
て

「埼
玉
県
教
育
委
員
会

様

様
式
第
五
号
及
び
様
式
第
六
号
中

を

埼
玉

（さ
い
た
ま
文
学
館
指
定
管
理
者

）

」

（さ
先

）

県
教
育
委
員
会

に
改
め
る
。

い
た
ま
文
学
館
指
定
管
理
者

）」

「（あ
て

様
式
第
九
号
か
ら
様
式
第
十
一
号
ま
で
の
規
定
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
様

」
を

埼
玉

先
）

に
改
め
る
。

県
教
育
委
員
会

」

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

埼
玉
県
教
育
委
員
会
傍
聴
人
規
則（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「（あ
て
先

）

様
式
第
一
号
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長
様

」
を

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

」

－４－
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に
改
め
る
。

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉

県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
、
様
式
第
八
号
の
別
紙
、
様
式
第
十
号
、
様
式
第
十
二
号
及
び
様
式
第
十
三
号

「（あ
て
先

）

中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
教
育
委
員
会

」

（
北
浦
和
公
園
及
び
さ
き
た
ま
古
墳
公
園
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

北
浦
和
公
園
及
び
さ
き
た
ま
古
墳
公
園
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
五
年
埼

玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「（あ

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「埼

玉
県
立

館
長
様

」
を

埼
て
先

）

に
改
め
る
。

玉
県
立

館
長

」

（
埼
玉
県
立
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

埼
玉
県
立
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
管
理
規
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第

二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「埼
玉
県
立

げ
ん
き
プ

様
式
第
一
号
（
一
）
か
ら
様
式
第
一
号
（
三
）
ま
で
の
規
定
中

（埼
玉
県
立

げ
ん
き

「（あ
て
先

）

ラ
ザ
所
長

様

を

埼
玉
県
立

げ
ん
き
プ
ラ
ザ
所
長

に
改
め

プ
ラ
ザ
指
定
管
理
者

）

」

（埼
玉
県
立

げ
ん
き
プ
ラ
ザ
指
定
管
理
者

）」

る
。

「（あ
て
先

）

様
式
第
三
号
中
「埼

玉
県
立

げ
ん
き
プ
ラ
ザ
所
長
様

」
を

埼
玉
県
立

げ
ん
き

に
改
め
る
。

プ
ラ
ザ
所
長

」

「（あ
て
先

様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
様

」
を

埼
玉
県

）

に
改
め
る
。

教
育
委
員
会

」

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「（あ
て
先

）

様
式
第
一
号
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
教
育
委
員
会

」

「（あ
て
先

）

様
式
第
八
号
の
別
紙
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会

様

」
を

に
改

埼
玉
県
教
育
委
員
会

」

め
る
。

「（あ

様
式
第
十
号
、様
式
第
十
一
号
及
び
様
式
第
十
八
号
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
様

」
を

埼
て
先

）

に
改
め
る
。

玉
県
教
育
委
員
会

」

（
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
管
理
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会

規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
、
様
式
第
三
号
、
様
式
第
五
号
、
様
式
第
七
号
、
様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十

「（あ
て
先

）

号
中
「埼

玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
長
様

」
を

埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
長

」

に
改
め
る
。

（
埼
玉
県
立
史
跡
の
博
物
館
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

埼
玉
県
立
史
跡
の
博
物
館
管
理
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
、
様
式
第
三
号
、
様
式
第
五
号
、
様
式
第
七
号
及
び
様
式
第
八
号
中
「埼

玉
県

「（あ
て
先

）

立
史
跡
の
博
物
館
長
様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
立

史
跡
の
博
物
館
長

」

（
埼
玉
県
立
自
然
と
川
の
博
物
館
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

埼
玉
県
立
自
然
と
川
の
博
物
館
管
理
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「（

「埼
玉
県
立

の
博
物
館
長

様

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
三
号
中

を

（埼
玉
県
立
川
の
博
物
館
指
定
管
理
者

）

」

－５－
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あ
て
先

）

埼
玉
県
立

の
博
物
館
長

に
改
め
る
。

（埼
玉
県
立
川
の
博
物
館
指
定
管
理
者

）」

「（あ
て
先

）

様
式
第
五
号
中
「埼

玉
県
立

の
博
物
館
長
様

」
を

埼
玉
県
立

の
博
物
館

に
改
め
る
。

長

」

「（あ
て
先

）

「埼
玉
県
立

の
博
物
館
長

様

様
式
第
七
号
中

を

埼
玉
県
立

（埼
玉
県
立
川
の
博
物
館
指
定
管
理
者

）

」

（埼
玉
県
立
川
の

の
博
物
館
長

に
改
め
る
。

博
物
館
指
定
管
理
者

）」

「（あ
て
先

）

様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十
号
中
「埼

玉
県
立

の
博
物
館
長
様

」
を

埼
玉
県
立

に
改
め
る
。

の
博
物
館
長

」

「（あ

様
式
第
十
三
号
か
ら
様
式
第
十
五
号
ま
で
の
規
定
中
「埼

玉
県
教
育
委
員
会
様

」
を

埼
て
先

）

に
改
め
る
。

玉
県
教
育
委
員
会

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
の
様
式
の
規

定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

埼
玉
県
告
示
第
八
百
五
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
県

央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

:
//w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
六
月
十
三
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ

ト
ラ
イ
フ
工
房

三

代
表
者
の
氏
名

利
根
川

永
司

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
鴻
巣
市
原
馬
室
三
七
〇
二
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
国
内
及
び
世
界
中
の
人
々

に
対
し
、
一
人
ひ
と
り
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

に
応
じ
た
様
々
な
生
き
方
を
調
査
研
究
し
、

そ
の
目
的
に
合
っ
た
各
種
の
事
業
を
行
い
、

助
け
合
い
社
会
を
構
築
す
る
こ
と
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
八
百
五
十
八
号

次
の
軽
油
引
取
税
免
税
証
は
、
亡
失
し
た
の
で
、
亡
失
の
日
か
ら
無
効
と
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

免
税
証
の
種
類

免
税
証
の
記
号

及

び

番

号

枚
数

用
途

有

効

期

間

一
㍑

０
４
Ａ
０
２
２
５
５
６

〜

０
４
Ａ
０
２
２
５
７
０

十
五

船
舶

平
成
二
十
年
三
月
一
日

〜

平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日

一
〇
㍑

０
４
Ｃ
０
３
２
５
３
２

〜

０
４
Ｃ
０
３
２
５
３
６

五

五
〇
㍑

０
４
Ｆ
０
１
５
７
１
９

〜

０
４
Ｆ
０
１
５
７
２
０

二

－６－

第����号平成��年�月��日（火曜日）



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

一
〇
〇
㍑

０
４
Ｇ
０
２
６
５
８
３

一

二
〇
〇
㍑

０
４
Ｈ
０
１
１
５
１
２

〜

０
４
Ｈ
０
１
１
５
１
３

二

免
税
証
に
記
載
さ
れ
た
販
売
業
者
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称

江
東
区
夢
の
島
三
番
地

株
式
会
社

夢
の
島
マ
リ
ン
サ
ー
ビ
ス

免
税
証
を
交
付
し
た
事
務
所

亡
失
年
月
日

川
越
県
税
事
務
所

平
成
二
十
年
五
月
二
十
九
日

埼
玉
県
告
示
第
八
百
五
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｓ
Ｐ
共
同
ビ
ル

所
沢
市
緑
町
一
丁
目
二
番

ロ

変
更
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
パ
ル
コ

代
表
執
行
役

伊
東

勇

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
二
十
八
番
二
号

ジ
ブ
ラ
ル
タ
生
命
保
険
株
式
会
社

代
表
取
締
役

テ
ィ
モ
シ
ー
・
Ｅ
・
フ
ァ
イ
ギ
ー

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
十
三
番

（
変
更
後
）
株
式
会
社
パ
ル
コ

代
表
執
行
役

平
野

秀
一

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
二
十
八
番
二
号

ジ
ブ
ラ
ル
タ
生
命
保
険
株
式
会
社

代
表
取
締
役

倉
重

光
雄

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
十
三
番

ハ

変
更
年
月
日

平
成
二
十
年
三
月
一
日

ニ

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
六
月
十
日

二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｓ
Ｐ
共
同
ビ
ル

所
沢
市
緑
町
一
丁
目
二
番

－７－
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ロ

変
更
の
概
要

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

（
変
更
前
）
位
置

図
面
省
略

収
容
台
数

二
八
九
台

（
変
更
後
）
位
置

図
面
省
略

収
容
台
数

二
八
九
台

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

（
変
更
前
）
位
置

図
面
省
略

収
容
台
数

二
七
〇
台

（
変
更
後
）
位
置

図
面
省
略

収
容
台
数

二
〇
三
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

（
変
更
前
）
位
置

図
面
省
略

五
〇
八
平
方
メ
ー
ト
ル

（
変
更
後
）
位
置

図
面
省
略

二
八
四
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

ハ

変
更
年
月
日

平
成
二
十
一
年
二
月
十
日

ニ

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
六
月
十
日

二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

上
用
水
堰
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及

び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

就

任

職

名

氏

名

住

所

理

事

内

野

陽

中

東
松
山
市
大
字
下
野
本
一
六
九
〇
―
二

二

退
任

職

名

氏

名

住

所

理

事

加

藤

永

次

東
松
山
市
大
字
下
野
本
七
二
七
―
八

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
二
号

測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
吉
見
町
長
新
井

保
美
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る

旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

測
量
計
画
機
関

吉
見
町

二

作
業
種
類

公
共
測
量
（
三
級
公
共
基
準
点
測
量
）

三

作
業
地
域

吉
見
町
大
字
南
吉
見
、北
吉
見
、久
米
田
、

和
名
地
内

四

作
業
期
間

平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年

十
一
月
二
十
八
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
三
号

測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
行
田
市
長
工
藤

正
司
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る

旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

測
量
計
画
機
関

行
田
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量
（
四
級
基
準
点
測
量
・
四
級
水

準
測
量
）

三

作
業
地
域

行
田
市
大
字
南
河
原
、中
江
袋
、馬
見
塚
、

犬
塚
地
内

四

作
業
期
間

平
成
二
十
年
六
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十

年
十
一
月
十
四
日
ま
で

－８－
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埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
七
号

次
に
掲
げ
る
建
設
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
が
確
知
で
き
な
い
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

商
号
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

ベ
タ
ー
メ
ン
ト
株
式
会
社

江
原
利
次

埼
玉
県
鳩
ヶ
谷
市
桜
町
三
丁
目

七
番
三
号

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
四
号

平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
百
七
十
九
号
で

公
示
し
た
公
共
測
量
（
二
級
及
び
三
級
基
準
点

測
量
）
は
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
終
了

し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
和
光
市
長

野
木
実
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、測
量
法（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
五
号

平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
五

号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
街
区
・
画
地
出
来

形
確
認
測
量
及
び
公
共
基
準
点
〔
四
級
基
準
点

測
量
〕）は
、
平
成
二
十
年
一
月
二
十
五
日
終
了

し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
本
庄
市
長

吉
田
信
解
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
六
号

平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
）

は
、
平
成
二
十
年
五
月
三
十
日
終
了
し
た
旨
測

量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
伊
奈
町
長
野
川
和
好

か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
八
号

埼
玉
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
等

の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県

条
例
第
六
十
一
号
）
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
指
定
し
た
土
地
の
区
域
を
変
更
し
た
の

で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
変
更
し
た
土
地
の
区
域
を
示
す
図
面

は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
を
所
管
す
る
県
土
整

備
事
務
所
及
び
当
該
市
町
村
の
都
市
計
画
法
に

基
づ
く
開
発
行
為
等
の
規
制
に
係
る
事
務
を
担

当
す
る
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

変
更
し
た
土
地
の
区
域

市
町
村

土
地
の
区
域

栗
橋
町

大
字
高
柳
の
一
部
、
大
字
佐
間

の
一
部
、
大
字
間
鎌
の
一
部
、

大
字
島
川
の
一
部
、
大
字
河
原

代
の
一
部
、
大
字
小
右
衛
門
の

一
部
、
大
字
栗
橋
の
一
部
及
び

大
字
松
永
の
一
部

鷲
宮
町

八
甫
３
丁
目
の
一
部
、
八
甫
４

丁
目
の
一
部
、
大
字
鷲
宮
の
一

部
、
大
字
東
大
輪
の
一
部
、
大

字
西
大
輪
の
一
部
、
大
字
中
妻

の
一
部
、
大
字
葛
梅
の
一
部
及

び
大
字
上
内
の
一
部

二

変
更
し
た
日

平
成
二
十
年
六
月
十
七
日

埼
玉
県
告
示
第
八
百
六
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
一
八
六
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
六
月
十
八
日
第
十
七
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
大
字
八
甫
字
宮
田
二
九

九
―
一
、
三
〇
二
―
一
、
三
〇
九
―
一
、
三

〇
九
―
七

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
大
字
中
妻
九
〇
二
番
地

槇
島

ハ
ツ

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

－９－
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�
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�
�
�
�

期
間
委
託
し
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

委
託
事
務

受
託
者
の
住
所
、
名
称
及
び
代
表
者
氏
名

委
託
期
間

県
営
住
宅
及
び
特

別
県
営
住
宅
並
び

に
こ
れ
ら
に
併
設

さ
れ
て
い
る
店
舗

並
び
に
埼
玉
県
特

定
公
共
賃
貸
住
宅

の
家
賃
等
の
収
納

事
務

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
十
二
番
十
号

埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社

理
事
長

水
島

茂

平
成
二
十
年
四

月
一
日
か
ら
平

成
二
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま

で

県
営
住
宅
、
特
別

県
営
住
宅
及
び
埼

玉
県
特
定
公
共
賃

貸
住
宅
の
行
政
財

産
使
用
料
の
徴
収

事
務

同
右

同
右

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
一
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
調
達
内
容

�
購
入
等
件
名
及
び
数
量

教
育
局
職
員
用
ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
賃
貸
借
一
式

�
調
達
案
件
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

�
履
行
期
間

平
成
２０
年
１２
月
１
日
（
月
）
か
ら
平
成
２５
年
８
月
３１
日
（
土
）
ま
で

た
だ
し
、
平
成
２１
年
度
以
降
に
お
い
て
、
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
契
約
の
金
額
に
つ
い
て

減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
、
当
該
契
約
は
解
除
す
る
。

�
履
行
場
所

埼
玉
県
教
育
局
教
育
総
務
部
総
務
課
長
が
指
定
す
る
場
所

�
入
札
方
法

落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
５
パ
ー
セ

ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札

者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を

問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
１０５
分
の
１００
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る

こ
と
。

２
競
争
入
札
参
加
資
格

�
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２
年
政
令
第
１６
号
）
第
１６７
条
の
４
の
規
定
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

�
物
品
買
入
れ
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資

格
等
に
関
す
る
公
示
（
平
成
１８
年
埼
玉
県
告
示
第
１５４３

号
）
に
基
づ
き
、
業
種
区
分
「
物
品

の
賃
貸
」
の
A
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

�
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
（
平
成
８
年
６
月
１３
日
付
け
出

物
第
１８０
号
）
に
基
づ
く
指
名
停
止
期
間
中
で
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

�
埼
玉
県
の
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
暴
力
団
排
除
措
置
要
領
（
平
成
１９
年
３
月
２７

日
付
け
出
物
第
１１５３

号
）
に
基
づ
く
指
名
除
外
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

�
本
件
業
務
に
つ
い
て
、
仕
様
書
の
要
求
す
る
事
項
を
確
実
に
履
行
で
き
る
こ
と
を
証
明
し

た
者
で
あ
る
こ
と
（
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。）。

３
入
札
書
の
提
出
場
所
等

�
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所

並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

〒
３３０

―９３０１
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号
埼
玉
県
教
育
局
教

育
総
務
部
総
務
課
IT
調
整
担
当
井
上
武
男
、
佐
藤
雅
広
電
話
０４８

―８３０
―６６１４（

直
通
）

�
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

こ
の
公
告
の
日
か
ら
上
記
�
の
交
付
場
所
及
び
下
記
�
の
入
札
説
明
会
に
お
い
て
交
付
す

る
。

�
入
札
説
明
会
の
場
所
及
び
日
時

－１０－
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ア
場
所
埼
玉
県
庁
第
三
庁
舎
４
階
講
堂

イ
日
時
平
成
２０
年
７
月
２
日
（
水
）
午
前
１０
時

�
入
札
・
開
札
の
場
所
及
び
日
時

ア
場
所
埼
玉
県
庁
第
三
庁
舎
４
階
講
堂

イ
日
時
平
成
２０
年
８
月
２８
日
（
木
）
午
後
２
時
３０
分

�
郵
便
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
あ
て
先
、
受
領
期
限
及
び
提
出
方
法

ア
あ
て
先

〒
３３０

―９３０１
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号
埼
玉
県
教
育
局

教
育
総
務
部
総
務
課
IT
調
整
担
当

イ
受
領
期
限

平
成
２０
年
８
月
２７
日
（
水
）
午
後
５
時
（
必
着
）

ウ
提
出
方
法

書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

４
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

ア
入
札
保
証
金

入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
に
入
札
保
証
金
の
率
（
１００
分
の
５
以
上
）
を
乗

じ
た
額
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
３９
年
埼
玉
県
規

則
第
１８
号
。
以
下
「
財
務
規
則
」
と
い
う
。）
第
９３
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合

は
、
免
除
す
る
。

イ
契
約
保
証
金

契
約
の
相
手
方
は
、
契
約
金
額
に
契
約
保
証
金
の
率
（
１００
分
の
１０
以
上
）
を
乗
じ
た

額
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
規
則
第
８１
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る

場
合
は
、
免
除
す
る
。

�
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
示
す
書
類
を
平
成
２０

年
７
月
２９
日
（
火
）
午
後
５
時
ま
で
に
提
出
し
、
競
争
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
入
札
事
務
の
担
当
者
か
ら
、
提
出
し
た
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め

ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
入
札
の
無
効

次
に
掲
げ
る
入
札
書
は
、
無
効
と
す
る
。

ア
こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
提
出
し
た
入
札
書

イ
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
提
出
し
た
入
札
書

ウ
財
務
規
則
第
９７
条
又
は
埼
玉
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め

る
規
則
（
平
成
７
年
埼
玉
県
規
則
第
１０６
号
）
第
９
条
の
規
定
に
該
当
す
る
入
札
書

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要
�
落
札
者
の
決
定
方
法

こ
の
公
告
に
示
し
た
調
達
案
件
を
履
行
で
き
る
と
発
注
者
が
判
断
し
た
入
札
者
で
あ
っ

て
、
財
務
規
則
第
９４
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価

格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
も
の
を
落
札
者
と
す
る
。

�
手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無

無
�
競
争
入
札
参
加
資
格
の
付
与

２
�
に
定
め
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
も
の
は
、
本
県
所
定

の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
た
上
、
平
成
２０
年
７
月
２２
日

（
火
）
午
後
５
時
ま
で
に
必
要
な
書
類
を
添
付
し
て
、
埼
玉
県
総
務
部
入
札
審
査
課
入
札
参

加
資
格
審
査
担
当
（
電
話
０４８

―８３０
―５７７５

（
直
通
）
〒
３３０

―９３０１
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号
）
に
提
出
す
る
こ
と
。

	
支
払
条
件

発
注
者
埼
玉
県
は
、
適
法
な
代
金
請
求
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
３０
日
以
内
に
当
該
代
金
を

受
注
者
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。



そ
の
他
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

５
Sum
m
ary

�
N
ature

ofServices
Required

:
Lease

of785
notebook

personalcom
puters

forstaffuse.
�
D
eadline

forSubm
issions

:
B
y
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m
ail:5
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p.m
.,August27,2008.
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�
C
ontactInform

ation
:

G
eneralAffairs

D
ivision,Education

and
G
eneralAffairs

D
epartm

ent,

Education
B
ureau,Saitam

a
PrefecturalG

overnm
ent.

Takasago
3―15―1,U

raw
a-ku,Saitam

a-shi,Saitam
a-ken

330―9301
Telephone

048―830―6614

埼
玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
七
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五

号
）
第
五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
五
月
に
収
去
し
た
飼
料
等
の
試
験
結
果

の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

星

裕

治

備
考

試
験

結
果

の
概

要
そ
の
他

の
検
査

（
水
分
）

％

１１
．４

６
．２

１６
．６

１７
．４

１３
．１

１４
．９

１２
．０

M
E

kcal/㎏
TD
N
％

ペ
プ
シ
ン

消
化
率
％

水
溶
性

窒
素
％

揮
発
性

塩
基
性

窒
素
％

り
ん
％

２
．９１

０
．６１

０
．２２

０
．１２

０
．１２

０
．１４

０
．０９

カルシウム
％

０
．０５

０
．０６

０
．９５

０
．１７

０
．１９

０
．２０

０
．２７

粗
灰
分
％

１２
．１

２
．８

８
．４

５
．９

３
．９

４
．８

６
．３

粗
繊
維
％８
．０

２
．１

２１
．７

１６
．４

３０
．２

２７
．６

３２
．１

粗
脂
肪
％２
．１

４
．９

１
．８

２
．２

１
．５

１
．８

１
．２

粗
た
ん

白
質

％

１８
．９

１８
．８

１５
．０

６
．３

４
．９

７
．６

４
．０

製
造

（
輸
入
）

年
・
月

２０
．４

２０
．４

２０
．５

２０
．５

２０
．５

２０
．５

２０
．５

飼
料
の
名
称

脱
脂
糠

ビ
タ
ー
ゼ
８

ル
ー
サ
ン

オ
ー
ツ
ヘ
イ

カ
ナ
ダ
チ
モ
シ
ー

U
S
チ
モ
シ
ー

ス
ー
ダ
ン

収
去
年
月
日

収
去

場
所

H２０
．５
．１２

同
左

H２０
．５
．１３

同
左

H２０
．５
．１５

埼
玉
酪
農
業
協
同
組

合深
谷
市
荒
川
２１７２

同
上

同
上

同
上

同
上

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
岡
安
商
店
平
方

工
場
越
谷
市
大
字
平
方
１００４

―
２エ
ナ
ー
ゼ
産
業
株
式
会
社

秩
父
郡
長
�
町
矢
那
瀬

１９４

株
式
会
社
ア
ク
ト

比
企
郡
川
島
町
下
伊
草

１５７

森
永
乳
業
株
式
会
社
埼
玉

酪
農
事
務
所

深
谷
市
荒
川
２１７２

全
国
酪
農
業
協
同
組
合
連

合
会
東
京
支
社

東
京
都
中
央
区
銀
座
４
―

９
―
２

森
永
乳
業
株
式
会
社
埼
玉

酪
農
事
務
所

深
谷
市
荒
川
２１７２

全
国
酪
農
業
協
同
組
合
連

合
会
東
京
支
社

東
京
都
中
央
区
銀
座
４
―

９
―
２

１
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

－１２－

第����号平成��年�月��日（火曜日）



１３
．５

１１
．７

１２
．９

０
．３０
以
上

０
．５８

０
．６５
以
上

０
．８３

０
．５５
以
上

０
．８５

０
．６０
以
上

１
．０４

０
．８０
以
上

１
．２４

０
．７０
以
上

１
．１４

１０
．０
以
下

６
．０

８
．０
以
下

６
．１

９
．０
以
下

５
．７

１３
．０
以
下

４
．２

７
．０
以
下

３
．１

８
．０
以
下

３
．１

２
．０
以
上

３
．０

６
．０
以
上

９
．５

３
．０
以
上

５
．２

１６
．０
以
上

１７
．４

１７
．０
以
上

１８
．３

１５
．０
以
上

１５
．８

２０
．４

２０
．４

２０
．５

ビ
ッ
ク
７２

マ
ル
ニ
印
配
合
飼
料

サ
ウ
フ
レ
ン
ド

マ
ル
ニ
印
配
合
飼
料

ハ
イ
リ
ッ
タ
ー

同
上

H２０
．５
．１６

株
式
会
社
奥
隅
商
店

熊
谷
営
業
所

熊
谷
市
大
字
高
柳
６

―
７

同
上

全
国
酪
農
業
協
同
組
合
連

合
会
鹿
島
飼
料
工
場

茨
城
県
神
栖
市
東
深
芝
２

―
１４

鹿
島
飼
料
株
式
会
社
鹿
島

工
場
茨
城
県
神
栖
市
東
深
芝
４

番
地
２

同
上

備
考

試
験

結
果

の
概

要

重
金
属
―
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
、
ひ
素

重
金
属
―
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
、
ひ
素

重
金
属
―
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
、
ひ
素

重
金
属
―
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
、
ひ
素

重
金
属
―
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
、
ひ
素

製
造

（
輸
入
）

年
・
月

２０
．４

２０
．４

２０
．４

２０
．３

２０
．３

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
名
称

脱
脂
糠

ビ
タ
ー
ゼ
８

ル
ー
サ
ン

オ
ー
ツ
ヘ
イ

カ
ナ
ダ
チ
モ
シ
ー

飼
料
又
は
飼
料

添
加
物
の
区
分

飼
料

飼
料

飼
料

飼
料

飼
料

収
去

場
所

同
左

同
左

埼
玉
酪
農
業
協
同
組
合

深
谷
市
荒
川
２１７２

同
上

同
上

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
岡
安
商
店
平
方
工

場越
谷
市
大
字
平
方
１００４

―
２

エ
ナ
ー
ゼ
産
業
株
式
会
社

秩
父
郡
長
�
町
矢
那
瀬
１９４

株
式
会
社
ア
ク
ト

比
企
郡
川
島
町
下
伊
草
１５７

森
永
乳
業
株
式
会
社
埼
玉
酪

農
事
務
所

深
谷
市
荒
川
２１７２

全
国
酪
農
業
協
同
組
合
連
合

会
東
京
支
社

東
京
都
中
央
区
銀
座
４
―
９

―
２

（
注
）
１
飼
料
の
名
称
の
欄
中
の
「
� 規
」
は
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

２
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
に
あ
っ
て
は
、
個
別
検
査
項
目
別
に
上
段
に
表
示
成
分
量
、
下
段
に
分
析
結
果
を
示
し
、
備
考
の
欄
に
表
示
成
分
量
に
対
し
て
過
不
足
が
あ
っ
た
場
合
当
該
成

分
の
過
不
足
量
（
絶
対
量
）
を
示
す
。

２
安
全
性
に
関
す
る
検
査

－１３－

第����号平成��年�月��日（火曜日）



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

埼
玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
八
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
普

通
肥
料
の
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

星

裕

治

埼
玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
九
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

殊
肥
料
の
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

星

裕

治

重
金
属
―
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
、
ひ
素

重
金
属
―
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
、
ひ
素

２０
．３

２０
．３

U
S
チ
モ
シ
ー

ス
ー
ダ
ン

飼
料

飼
料

同
上

同
上

森
永
乳
業
株
式
会
社
埼
玉
酪

農
事
務
所

深
谷
市
荒
川
２１７２

全
国
酪
農
業
協
同
組
合
連
合

会
東
京
支
社

東
京
都
中
央
区
銀
座
４
―
９

―
２

備
考

検
査

の
概

要そ
の
他

検
査

保
証
票
の

検
査

分
析

検
査

指
摘
事
項

項
目

主
成
分
―
TN
、
TP、

TK

肥
料
の
名
称

２
．０
抽
出
米
ぬ
か
油
か
す
粉
末

保
証
票
添
付
者

株
式
会
社
岡
安
商
店

肥
料
の
種
類
等

米
ぬ
か
油
か
す
及
び
そ

の
粉
末

（
注
）
１
飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
名
称
の
欄
中
の
「
� 規
」
は
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ
る

こ
と
を
示
す
。

２
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
は
、
違
反
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
そ
の
検
査
項
目
を
示
し
、
違
反
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
そ
の
検
査
項
目
及
び
検
査
結
果
を
示
し
、
備
考
の
欄
に

違
反
の
内
容
を
示
す
。

平
成
２０
年
５
月
分

注
１
分
析
検
査
及
び
そ
の
他
検
査
の
欄
は
、
検
査
対
象
荷
口
全
体
の
肥
料
を
代
表
し
得
る
よ
う
に
必
要
袋
数
（
ば
ら
の
場
合
に
は
、
必
要
部
位
数
）
を
抽
出
し
、
及
び
混
合
し
た
試
料
１
点
に

つ
い
て
検
査
し
た
結
果
で
あ
る
。

２
分
析
検
査
項
目
に
係
る
指
摘
事
項
は
、
分
析
値
と
規
格
・
基
準
値
又
は
表
示
値
と
を
比
較
し
た
結
果
で
あ
る
。

３
主
成
分
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

TN
―
窒
素
全
量
、
TP―

り
ん
酸
全
量
、
TK
―
加
里
全
量

－１４－

第����号平成��年�月��日（火曜日）



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

埼
玉
県
選
管
告
示
第
七
十
三
号

昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県
選
管
告
示
第
八
十
二
号
（
市
町
村
の
区
域
を
分
け
て
開
票
区
を
設
置
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

表
の
う
ち
、
川
口
市
の
部
第
一
開
票
区
の
項
中
「
東
本
郷
一
丁
目
及
び
二
丁
目
」
の
下
に
「
、

新
堀
町
、
榛
松
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
」
を
加
え
、
同
部
第
二
開
票
区
の
項
中
「
芝
下
一
丁
目

及
び
二
丁
目
」
を
「
芝
下
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
」
に
改
め
、
「
芝
樋
ノ
爪
一
丁
目
及
び
二
丁

目
」
の
下
に
「
、
芝
高
木
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
芝
宮
根
町
、
芝
東
町
」
を
加
え
る
。

備
考

検
査

の
結

果

そ
の
他

の
検
査

水
分

（
％
）

７９
．８６

１０
．７７

７５
．１３

４８
．７５

４０
．７５

７１
．１１

C/N

１６
．３

６
．１

１５
．４

１４
．９

１２
．７

１６
．６

TCa
（
％
）

０
．７２

７
．８０

０
．６４

０
．６９

２
．９４

０
．７７

TZn
（
m
g/kg）

４９７３２

１１８

TCu
（
m
g/kg）

４４７２２

TK
（
％
）

０
．１４

２
．４８

０
．５７

２
．７０

４
．０９

１
．７８

TP
（
％
）

０
．４０

５
．９２

０
．５４

２
．７４

２
．１８

０
．５５

TN
（
％
）

０
．５７

４
．９７

０
．６６

１
．３４

１
．５９

０
．７２

届
出

名

馬
堆
肥

鶏
堆
肥

土
力

埼
玉
経
済
肉
牛
組
合
堆
肥

関
牧
場
の
堆
肥

嶋
田
牧
場
の
堆
肥

生
産
（
輸
入
又
は
販
売
）

届
出

業
者

小
久
保
達
雄

木
村
昇

長
滝
岳

農
事
組
合
法
人
埼
玉
経
済
肉
牛
組
合

関
秀
俊

嶋
田
一
郎

特
殊
肥
料
の

指
定
名

た
い
肥

平
成
２０
年
５
月
分

備
考
：
１
分
析
検
査
を
実
施
し
た
成
分
等
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

TN
―
窒
素
全
量
、
TP―

り
ん
酸
全
量
、
TK
―
加
里
全
量
、
TC
u―
銅
全
量
、
TZn―

亜
鉛
全
量
、
TC
a―
石
灰
全
量
、
C
/N
―
炭
素
窒
素
比
、
水
分
―
水
分
含
有
量

２
分
析
値
は
原
則
と
し
て
現
物
当
た
り
の
数
値
で
あ
る
。
た
だ
し
、
備
考
欄
に
「
乾
物
当
た
り
」
と
記
載
の
あ
る
場
合
は
、
水
分
を
除
き
他
の
項
目
は
乾
物
当
た
り
の
数
値
で
あ
る
。

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －１５－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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